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日本では労働基準法や男女雇用機会均等法が整備さ

れています。また、近年では労働施策総合推進法が改

正され、職場におけるハラスメント

対策が企業の義務となりました。

しかし、企業によってその運用に

差が見られるのが現状で、依然とし

て職場の人権問題が残っています。

現　状現　状

　　ハラスメント問題
ハラスメント防止体制は整備されつつありますが、対策

や教育が不十分で、報復を恐れて被害者が声を上げにく

い状況が続いています。
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　　特定の人に対する偏見や差別
女性、障がい者、外国人、性的マイノリティは、時に偏

見を持たれてしまい、平等に扱われないことがありま

す。例えば、採用を断られたり、不必要な条件を付けら

れたり、正社員としての雇用が認められず、契約社員と

してしか雇用されないといったような差別が残ってい

ます。

　　長時間労働の問題
長時間労働によるストレスや疲労は、退職や精神的

な問題が増える原因となっています。また、ワーク

ライフバランスの乱れにもつながり、健康問題や生

活全体の質、仕事の効率低下などが引き起こされる

可能性があります。

企業は、従業員が安心して働ける環境を作るため、定期的な研修や

ハラスメント防止のための教育や体制強化、柔軟な働き方の導入、

平等な待遇の実現に取り組む必要があります。それらにより、職場

での人権を守り、より良い労働環境を作ることができます。    

「香南市企業等人権問題連絡協議会（通称：企人

協）」は、企業の社会的責任として、同和問題をはじ

め、あらゆる人権問題を解決するため、研修・啓発に

努め、真に人権が尊重される社会づくりに寄与する

ことを目的に平成２３年９月に設立された団体です。

企人協の活動を通じて、従業員の人権意識を高め、

人権尊重の組織を目指してみませんか？少しでも関

心のある企業の方は、ぜひご連絡ください。

【概要】

事務局：人権課（本庁舎４階）

加入企業数：４５企業等

年会費：２,０００円

【活動内容】

・総会（年１回）

・研修（年２回）

・企人協通信の発行（年３回）

■人■人権課：☎57-8507  メール ☎57-8507  メール jinken@city.kochi-konan.lg.jpjinken@city.kochi-konan.lg.jp
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通信

じんけん
通信

じんけん
通信

高齢者福祉サービス 　香南市では、高齢者の方々がお住まい

の地域でこれからも安心して自立した暮ら

しができるための生活支援や、在宅で介護

をしている家族の負担を軽減できるよう

に次の高齢者福祉事業を行っています。
の ご 内案

※サービスの利用には事前の申請が必要です。
　　また、サービス利用に必要な条件があります

高齢者介護課 ☎57-8510

▶内容／病気や事故に備えるため、緊
急通報装置を貸し出します。あんしん

センターから月１回の安否確認や随時

相談を受け付けるサービスもあります。

■対象／

■利用料／

▶内容／特定福祉用具販売
業者で購入した歩行補助具

（杖・シルバーカー・歩行器）の

購入費の一部を助成します。

■対象／

■利用料／

▶内容／市から委託を受けた支援員
が自宅を訪問し、掃除や買い物などの

簡単な日常生活上の援助を行います。

■対象／

■利用料／
■利用回数／
■利用時間／

緊急緊緊急

相談
取消

▶内容／月額６,２５０円分のおむつ等の
介護用品の購入費を助成します。

■対象／

介護用品の支給事業

日常生活用具給付事業

緊急通報体制整備事業

▶内容／公共交通機関を利用することが難し
く、独力での通院が困難な方が通院のためにタ

クシーを利用した際の費用の一部を助成します。

医療機関送迎サービス

■対象／
■助成限度額／ …

… …
※介護タクシー利用の際の助成（介助料…４,０００円 機材レンタル料…３,０００円）

■利用回数／

軽度生活援助事業

▶内容／家族や近隣住
民等によるごみ出しの

支援を受けることが困

難な高齢者を、週に１度

戸別に訪問し、可燃ごみ

の収集を行います。

可燃ごみ戸別収集事業

■対象／

介護認定が

不要な
サービス

介護認定が

必要な
サービス

▶内容／１か月のうち１５日以上在宅で介護
を行った月数分、介護手当を支給します。

■対象／

■支給額／

在宅介護手当

23２０２５.５ 22 ２０２５.５


